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１．場所・期限

納入場所：中央検査部

納入期限：2025年1月31日（金）

２．品名・規格・数量

　　 品名：検体検査総合搬送システム一式

　　　　　　　品名・規格 単位 数量

　　【構成内容】

1 仕分け・血液検査総合搬送システム　　　　　　【A】 式 1

2 多項目自動血球分析装置Ⅰ　　　          　　【B】 式 1

3 多項目自動血球分析装置Ⅱ　　 　         　　【C】     台 1

4 生化・免疫検査総合搬送システム            　【D】 式 1

5 生化学自動分析装置　                      　【E】 台 2

6 免疫自動分析装置Ⅰ                          【F】 台 2

7 免疫自動分析装置Ⅱ                          【G】 台 2

8 血糖・グリコヘモグロビン分析システム        【H】 式 1

9 純水供給システム                            【I】 式 1

10 マルチ表示監視システム                     【J】 式 1

11 全自動尿分取装置                           【K】 台 1

以上、搬入・据付・調整・接続・搬入据付に伴う既存物品の移設・保守点検等一式を含む。

３．調達物品の技術的要件(性能・機能に備えるべき要件）

3-1 仕分け・血液検査総合搬送システム【A】は以下の要件を満たすこと。
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多項目自動血球分析装置Ⅰ【B】は以下の要件を満たすこと。

血球計数項目はCBC8項目（白血球数・赤血球数・ヘモグロビン濃度・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC）を
定量測定する機能を有すること。

白血球分類項目は、好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球の各実数および百分率を測定できる機能を有するこ
と。

搬出ユニットにより、搬送されてきた検体をピックアップし、ラックに仕分け収納できること。

搬入ユニットは最大200検以上の検体を搬入する事が可能であること。

検体搬送レーンはベルトレスコンベアを採用していること。

全ての検体搬送レーンには透明のカバーが取り付けられていること。

多項目自動血球分析装置【B】と搬送接続できること。

多項目自動血球分析装置1台での処理能力は血球計数、白血球分類同時測定時で110検体／時間以上であること。

多項目自動血球分析装置1台での処理能力は血球計数、白血球分類、網赤血球同時測定時で80検体／時間以上であるこ
と。

サンプラ測定時の検体吸引量は90µL以下であること。

マニアル測定時の検体吸引量は90µL以下であること。

脳脊髄液・胸水・腹水・関節液測定の為の専用の測定モードを有すること。

網赤血球の実数および千分率を測定する機能を有すること。

CBCの測定と同時に有核赤血球の定量測定を実施する機能を有すること。

網赤血球内のヘモグロビン量を推定できる項目の測定が可能であること。

幼若顆粒球の定量測定（実数、百分率）が可能であること。

幼若血小板（IPF）の定量測定（実数、百分率）が可能であること。

脳脊髄液・胸水・腹水・関節液測定専用の測定モードでは、赤血球、白血球、及び単核球・多形核球の定量測定（実
数、百分率）が可能であること。
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3-2-1-21 全ての測定ユニットが仕分け・血液検査総合搬送システム【A】と接続が可能であること
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3-2-3-5 検体並べ替え装置単独で稼働させることができること。
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脳脊髄液・胸水・腹水・関節液測定の為の専用の測定モードは、検体の前処理が不要であり、かつ通常モードと比較し
分析量が多く、精度の高い測定が可能であること。

東海3県（岐阜、愛知、三重）のいずれかにサービス拠点を持ち、同拠点で10名以上の技術員によるサポート体制を備え
ていること。

検体撹拌・サンプリング・塗抹・染色・乾燥を全自動で行う機能を有すること。

標本の塗抹方法には、日本検査血液学会の標準化作業においても用いられているWedge法を採用していること。

最大標本作製能力は1台あたり75枚／時間以上であること。

検体吸引量は1検体あたり70µL以下であり、塗抹標本作製しない検体に関しては検体吸引を使用しないこと。

塗抹後の標本は1枚毎のリアルタイム自動染色処理の機能を有すること。

多項目自動血球分析部（項番3-2-1）、塗抹標本作成部（項番3-2-2）及び検体並び替え部（項番3-2-3）と接続して検体
を搬送する機能を有すること。

制御端末を有し、検査システム（富士通Japan社製HOPE LifeMark－LAINS）との通信により検体搬送の指示を出すことが
できること。

採血管を回転させて検体バーコードを読み取る機構であること。

精度管理試料は2濃度以上使用することが可能であること。

脳脊髄液・胸水・腹水・関節液の測定項目について専用の精度管理試料が準備されていること。

希釈液用に試薬調整装置を有し、濃縮試薬を使用することで希釈液交換頻度を低減する機能を有すること。

日本語表示機能を有すること。

多項目自動血球分析装置、塗抹標本作成装置及び検体並び替え装置を同一メーカーによりサポート可能であること。

マニュアル測定時の検体吸引量は25µL以下であること。

多項目自動血球分析部（項番3-2-1）と同一の精度管理試料を使用することが可能であること。

多項目自動血球分析装置Ⅱ【C】は以下の要件を満たすこと。

血球計数項目はCBC8項目（白血球数・赤血球数・ヘモグロビン濃度・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC）を
定量測定する機能を有すること。

白血球分類項目は、好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球の各実数および百分率を測定できる機能を有するこ
と。

網赤血球の実数および千分率を測定する機能を有すること。

処理能力は血球計数、白血球分類同時測定時で60検体／時間以上であること。

検体の測定は、手動で採血管をセットして行う仕様であること。

検査システム（富士通Japan社製HOPE LifeMark－LAINS）からの依頼情報に基づき、同一検体について同時に2枚以上の
塗抹標本作製が可能であること。

夜間当直用に塗抹のみを行うモードを有しており、染色液を無駄にしない運用が可能であること。

検体検査システムとの通信により到着確認順（受付番号順）に検体を並び替え保管する機能を有すること。

用途別に収納先を設定する機能を有すること。

検体処理能力は、1時間あたり600検体以上であること。

生化・免疫検査総合搬送システム【D】は以下の要件を満たすこと。

遠心分離後の採血管に対して、血餅と分離剤との境界面を検出することが出来ること

開栓エラーが発生した場合は、エラーラックに搬出すること。

分注動作を開始する前に、分注子管に貼られているバーコード情報と採血検体のバーコード情報が一致していることを
確認する機能を有すること。

子検体チューブを自動的にラベル発行部に供給できること。補充部へは子検体用チューブをランダムに投入するだけ
で、チューブを同一方向に整列できること。

採血管の栓の有無を検知する機能を有すること。また、栓無しの場合は開栓動作を行わないこと。



3-4-6

3-4-7

3-4-8

3-4-9

3-4-10

3-4-11

3-4-12

3-4-13

3-4-14

3-4-15

3-4-16

3-4-17

3-4-18

3-4-19

3-4-20

3-4-21

3-4-22

3-4-23

3-4-24

3-4-25

3-4-26

3-4-27

3-4-28

3-4-29

3-5

3-5-1 生化学自動分析装置

3-5-1-1

3-5-1-2

3-5-1-3

3-5-1-4

3-5-1-5

3-5-1-6

3-5-1-7

3-5-1-8

3-5-1-9

3-5-1-10

3-5-1-11

3-5-1-12

3-5-1-13

3-5-1-14

3-5-1-15

3-5-1-16

3-5-2 業務支援システム
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生化学自動分析装置【E】は以下の要件を満たすこと。

攪拌機構は反応液に接触しない方式であること。

親検体と同様のバーコードラベルを、子検体用のチューブに自動で貼り付けできること。

分注部で使用する分注チップを自動的に分注部へ供給できること。補充部へは、分注チップをランダムに投入するだけ
で、チップを同一方向に整列できること。

分注依頼量の5％以内、CV3％以内の分注精度を有すること。

デュアル分注ノズルであること。

液面検知はエアー圧力センサー検知方式を採用していること。

フィブリン検出機能を有すること。

血漿検体では、吸引速度を制御し、血球の吸い込みを防止できること。

分注処理能力は、550検体／時以上（300µL分注時）であること。

ベルトレスコンベアを採用していること。

直径16×100㎜、直径13×100㎜、直径13×75㎜の採血管および検体容器を1本ごとに搬送できること。

全ての検体搬送レーンには透明のカバーが取り付けられていること。

マニュアル搬入ユニットによる割り込み機能により、検体を搬送ラインに搬入できること。

閉栓ユニットにより、搬送されてきた検体の蒸発防止のため、必要に応じて閉栓処理を行えること。

開栓ユニットにより、搬送されてきた検体の栓を取り除けること。取り除いた栓は専用の廃棄ボックスへ廃棄するこ
と。

反応管直接測光方式で2波長または1波長測光が可能であること。

試薬容器は第一試薬、第二試薬が一体となっていること。

専用試薬は国内メーカー18社以上から選択が可能であること。

340、405、450、480、505、546、570、600、660、700、750、800nmの12波長での測定ができること。

反応液量が最低80μL以下での測光が可能であること。

試薬分注は、最低1.2μL以下の分注が可能であること。

試薬のロット番号、シーケンス番号、初回登録日時、有効期限が画面で確認できること。

キャリブレーションやコントロール測定に失敗した場合などに、装置を止めずに別の試薬ボトルでルーチンが継続でき
るよう、ボトル毎にマスキングすることが可能であること。

1台あたり、処理能力は最大4,000テスト／時間以上であること。

画面上でキャリブレーションの分析状況が確認できること。

微量検体について項目の測定順序の設定が可能であること。

微量検体など、自動再検を実施しない場合は、自動再検しない検体ラックの設定が可能であること。

サンプルプローブ、試薬プローブおよびセルのキャリーオーバー回避プログラムを持っていること。

搬出ユニットにより、搬送されてきた検体をピックアップし、ラックに仕分け収納できること。必要に応じて再搬送で
きること。

検体ストレージにより、搬送されてきた検体をピックアップし、ラックに仕分け収納できること。必要に応じて検体の
再搬送や出庫レーンへの取り出しが行えること。

検体ストレージには検体廃棄機能を有すること。

検体ストレージは、2℃～10℃の温度管理設定が可能な冷蔵機能を有すること。

再検査の際には、閉栓した分注子管を自動開栓する機能を有すること。

再検査の際には、閉栓した分注子管を自動開栓する機能を有すること。

分析装置接続ユニットは「直接サンプリング方式」「ラック移載方式」共に対応可能であること。

床上搬送が可能であること。

検査システム（富士通Japan社製HOPE LifeMark－LAINS）より、仕分け情報、再検情報をリアルタイム処理で受信できる
こと。

検査結果やコントロール結果の出力までの待ち時間を画面上で確認できること。

1台あたりの大きさは4,090（幅）×1,200（奥行き）×1,350（高さ）㎜以内であること。

生化学自動分析装置（項番3-5-1）からデータを受信し、そのデータを保存できること

検査システムへ検体到着情報、分注結果情報、配列情報、接続／切り離し情報を送信できること。
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免疫自動分析装置Ⅰ【F】は以下の要件を満たすこと。

生化学自動分析装置（項番3-5-1）から検査システム（富士通Japan社製HOPE LifeMark－LAINS）へ送信するコントロー
ルデータを日臨技エクセルファイルへ自動入力し、不確かさを算出できること。

生化学自動分析装置（項番3-5-1）から検査システム（富士通Japan社製HOPE LifeMark－LAINS）へ送信するキャリブ
レーションデータで検量線を作成・保管できること。

検査結果画面で各項目の測定に使用した試薬LOT情報とシーケンス情報を表記できること。

生化学自動分析装置（項番3-5-1）で複数本の検体を測定し、ツインプロットにより機種間差をグラフ化できること。

測定作業日誌、検査機器保守管理日誌の実施件数・エラー件数（再検）の集計、時系列で問合せ内容の入力ができるこ
と。

試薬消耗品などの入出庫管理者及び、LOTを管理できること。

凍結品・凍結乾燥品の調整日、調整者を記録し、管理できること。

測定原理はCLIA法であること。

1台あたり処理能力は、200テスト／時以上であること。

BNPとNTproBNPの測定が可能であること。

高感度トロポニンIの測定が可能であること。

感染症、腫瘍マーカー、TSH、FT3、FT4、心筋マーカーは2STEP法にて測定できること。

1台あたりの試薬同時搭載数は最大47項目以上であること。

サンプリング方式はプローブ方式であること。

検体間キャリーオーバーは0.1ppm以下であること。

2台の分析装置の試薬情報（残テスト数など）を共有するシステムを有すること。

検体希釈機能は、自動希釈できる機能を有していること。

優先検体ポジションの数を変更可能であること。

測定開始にスタートボタン押下等の画面操作を必要とせず、検体投入後、測定を即開始できること。

検体、試薬、共通試薬、反応セル、液体廃棄物、固形廃棄物が測定中にすべて供給、交換、廃棄可能であること。

共通試薬のボトルキャップが正しい場所にしか架設できない構造となっていること。

緩衝液は機器内部で自動濃度調整及び供給されること。

マルチコントロールの自動測定機能を有していること。装置内にマルチコントロールの保冷機能を有していること。

キャリブレーションはボトルのままラックへ直接架設し、自動測定する機能を有していること。

測定を中断することなく試薬・消耗品を追加・交換する機能を有していること。

マルチコントロールを用いた他施設との結果を比較可能な機能を有すること。

オンラインによるリモート保守サポート体制、機能を有すること。オンラインによるリモート保守サポート体制、機能
を有すること。

急性腎障害のマーカーである尿中NGALが測定可能であること。

免疫自動分析装置Ⅱ【G】は以下の要件を満たすこと。

測定方法は、CLEIA法（化学発光酵素免疫測定法）であること。

分析方式は、ランダムアクセス方式であること。

同時分析項目数は、最大24項目以上であること。

検体処理能力は、最大240テスト／時間以上であること。

検体架設ライン故障時にも検体を50検体架設できるサンプルターンテーブルを有していること。

サンプリング方式は、ディスポーザブルチップ方式であること。

検体搬送ライン接続は、外部サンプリング方式であること。

自動希釈倍率は、2、5、10、100、200、1,000倍の機能を有していること。

試薬の包装規格は、50回用もしくは100回用もしくは200回用であること。

HBs抗原（定量）の測定範囲の下限値は、0.005IU/mL以下であること。

新型コロナウイルス抗原が定量で測定でき、判定保留域を設定していること。

検体の前処理が自動化されたHBcrAgを測定する機能を有していること。
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血糖・グリコヘモグロビン分析システム【H】は以下の要件を満たすこと。

糖分分析装置

GOD固定化酵素膜と過酸化水素電極によるアンペロメトリー法を測定原理とすること。

ヘマトクリット補正機能を搭載し、全血検体でも血漿値相当の測定結果が得られること。

付属の尿用ラックに尿スピッツをセットするだけで、尿糖測定ができること。

キャップピアス方式を採用していること。

全ての測定モードで、最大156測定/時間以上の測定ができること。

試薬に記載されたバーコードを読み取ることで、試薬のロットナンバー、および有効期限の管理を行うことができるこ
と。

装置本体の設置スペースは、530（幅）×450（奥行）×530（高さ）㎜以下であること。

グリコヘモグロビン分析装置(項番3-8-2)とブリッジ接続できること。

グリコヘモグロビン分析装置

逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィーを測定原理とすること。

処理速度は1テストあたり、Fastモードが24秒以内、Variantモードが58秒以内であること。

HbF値が高値の場合、自動補正が可能であること。

貧血ラック使用時は、ヘモグロビン濃度の異常低値によるエラー発生を防げること。また、ペアラック使用時は溶血検
体や微量検体のサンプルカップでの測定ができること。

プレフィルタがカラムと一体化され、プレフィルタの交換が不要であること。

接続端末とディスプレイ、キーボード、マウスが最大140m以上、離れて設置可能なこと。

操作パネルに7インチのタッチパネル付カラーLCDが採用されていること。

糖分分析装置(項番3-8-1)との接続時の寸法は　1,150（幅）×530（奥行）×530（高さ）㎜以内であること。

試薬やカラムに記載されたバーコードを読み取ることで、ロットナンバー、および有効期限の管理を行うことができる
こと。

純水供給システム【I】は以下の要件を満たすこと。

ソフトウェアのインストールの必要がない完全ハードウェア方式であること。

4台の接続端末から出力されるデジタル映像を1つディスプレイにサムネイル表示が可能であること。

接続端末を選択してキーボード、マウスでリモートコントロールが可能であること。

情報流失防止のため、USBメモリーなどのストレージデバイスは接続できないように制限していること。

多項目自動血球分析装置Ⅰ【B】(項番3-2)、生化学自動分析装置【E】(項番3-5)、免疫自動分析装置Ⅰ【F】(項番3-
6)、免疫自動分析装置Ⅱ【G】(項番3-7)、既存の凝固自動分析装置　2台(シスメックス社製CN6000)に直接純水供給が可
能であること。

純水製造部は3式で構成されること。

純水製造部3式の総造水量は340L／時間以上であること。

1台あたりの装置本体寸法は、幅450㎜以下、奥行き830㎜以下、高さ1,790㎜以下であること。

イオン交換樹脂ボンベ方式であること。

電磁弁開閉等の異常の検知が可能であること。

測定範囲は、全血測定モードで0～500mg／dL以上、血漿・血清測定モードでは0～1,000mg／dL以上、尿測定モードでは0
～5,000mg／dL以上の測定が可能であること。

タッチパネル式カラーモニターを搭載していること。

運転記録、水質記録、交換記録の閲覧が可能であること。

消耗品交換の簡易取り扱い説明の画面表示が可能であること。

マルチ表示監視システム【J】は以下の要件を満たすこと。

サムネイル表示している映像はすべてリアルタイムで更新できること。

サムネイル表示とシングル表示が切替可能であること。

サムネイル表示とシングル表示の切替や接続端末を選択するための専用操作パネルを付属していること。

延長用ケーブルはノイズに強いシールドLANケーブルの利用が可能であること。

全自動尿分取装置【K】は以下の要件を満たすこと。

1対1分注時に1時間あたり、最大180検体以上の分注処理が可能であること。
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4-1 設置条件

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

5-1

5-2

5-3 当院担当職員と日程打合せの上､次の表に定めたとおりの保守点検を実施すること｡

5-3-1

5-4

5-5 受託者は、決められた期間毎に委託業務完了届を委託者へ提出すること。

5-6 保守点検費用の支払回数等の支払条件については、当院職員と協議のうえで決定すること。

６．提出書類

　　納品書、納入品のリスト及び写真（電子データ）、請求書　他　付属書類

７．入札に関する基本要件

（１）保守体制・障害支援体制に関しては以下の要件を満たすこと。

      ・ 病院職員の立会いのもと、機器及び連携する装置等（ハード及びソフトウェア）全体が正常に動作することを確実に確
認するとともに、納入後１年以内の通常使用による故障及び障害に対しては、無償保障に応じること。

ハルンカップを斜めにして、検体の吸引が可能であること。

機器は当院指定の場所に設置すること

本調達機器の設置に関して機器の搬入、据付、配線、調整、接続、現有機の移設・設置、および本調達機器備品格納
棚・使用台は本調達に含むこと。

設置作業は納入予定日、作業予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。

本調達機器の設置に関して一部現有機を移動して使用可能とし、ルーチン業務を行えるように設備等を受託者において
用意をし、当院の業務に支障をきたさないよう、当院の職員と協議の上、その指示に従うこと。

４．その他

５．保守契約業務に関する要件

納品日より1年間は無償保証期間とし、２年目より4年間（合計5年間）の保守・点検を行うこと。

保守対象機器は「２．品名・規格・数量」に記載のすべての機器とする。

点検完了後若しくは修理完了後に作業報告書を提出すること。

2種類（沈渣スピッツ、丸底スピッツ）のスピッツに分取可能であること。

既存の全自動尿分析装置　1台（アークレイマーケティング社製AX-4061）と既存の全自動尿中有形成分分析装置　1台
（シスメックス社製UF5000）とブリッジ接続できること。

ハルンカップにRFIDタグの貼付が可能であること。

検体の攪拌方法は非接触式の攪拌方式であること。

保 守 内 容

点検回数/年
設置後1年目(無償期

間中)の点検有無
電話対応 訪問対応

仕分け・血液検査総合搬送システム【A】

生化・免疫検査総合搬送システム【D】

生化学自動分析装置【E】 2回 有り 24時間365日 24時間365日

免疫自動分析装置Ⅰ【F】 1回 有り 24時間365日
平日7時-19時
土日9時-17時

免疫自動分析装置Ⅱ【G】 1回 無し

平日8時-19時

土曜8時-17時30分
日曜祝日8時-17時30分

平日8時-17時30分

純水供給システム 【I】 1回 有り 24時間365日 平日9時-17時

多項目自動血球分析装置Ⅰ【B】

多項目自動血球分析装置Ⅱ【C】

血糖・グリコヘモグロビン分析システム【H】 2回 無し
平日8時30分-18時
土曜8時-12時

平日9時-17時30分

全自動尿分取装置【K】 2回 無し
平日8時-18時
土曜9時-15時

平日8時-18時
土曜9時-15時

マルチ表示監視システム【J】 無し 無し 平日9:00～17:45 無し

1回 24時間365日 平日、土日9時-17時35分無し

機 器 名

1回 平日8時30分-17時30分24時間365日有り



      ・ 

　  　・ 障害時において、迅速なるサービスが対応されていること。

（２）据付・搬入・配線・撤去・調整等の設置条件に関しては以下の要件を満たすこと。

　　　・ 当院職員と協議の上、病院の承認後に着工するものとする。

　　　・  設置工事に係る費用は、請負業者負担とする。

　　　・ 

　　　・

　　　・ 

　　　・ 撤去後の機器については、当院職員の指定する場所へ移動すること。

（３）教育訓練等に関しては以下の要件を満たすこと。

　　　・ 教育訓練は病院の職員と協議の上、指定する日時、場所で行うこと。

　　　・ 操作マニュアルは各装置について日本語版を各１部提供すること。　

（５） 納入スケジュールについて、当院職員の指示に従うこと。

（６） その他本仕様書に記載されない事項については適宜病院との協議に応ずること。

特記仕様書

１．妨害又は、不当介入に対する通報義務

・

・

       と協議の上、病院の指定する機種を契約金額内にて納入すること。 

       さないようにすること。 

       またそれにより設置条件等に変更が生じた場合、速やかにその情報を病院へ提供し、病院と協議を行い納期に支障を来

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められな
い不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。

受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了できないときは、甲に履行期間の延
長変更を請求することができる。

機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁床等に養生・補強等を施すこと。また、別途指示のあった場合はその指示の
通りとすること。万一、発注者の建物及び物品に損傷を与えた場合は、職員に報告するとともに、速やかに現状に復す
ること。

万一、機器搬入及び据付工事の際、過って病院の躯体、設備、器物等に損傷を与えた場合は、自己の負担において速や
かに修復すること。

機器搬入及び据付工事に必要とする病院内での一般光熱水費は原則として病院が負担する。但し、溶接ガス等特殊なも
のは請負業者負担とする。

（４） 売買契約後、納品までの間に新機種開発により同等機種以上の性能があり、型式変更または機能付加された場合は病院

無償保障期間中の障害発生時には速やかに所要の保守修理に応じるよう、迅速に対応できる点検保守体制を整えるこ
と。


